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政
府
に
よ
る
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
Ｏ
Ｄ
Ａ
再
開
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

二
〇
〇
七
年
九
月
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
民
主
化
を
求
め
る
僧
侶
や
市
民
の
デ
モ
を
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
事
政
権
が
鎮
圧
し
て
い
る

中
、
そ
の
現
場
に
い
た
日
本
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
長
井
健
司
氏
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
治
安
部
隊
に
射
殺
さ
れ
る
事
件
（
以
下
、

「
長
井
事
件
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
本
年
十
月
二
十
一
日
、
訪
日
し
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ワ

ナ
・
マ
ウ
ン
・
ル
ウ
ィ
ン
外
相
と
会
談
し
た
玄
葉
光
一
郎
外
務
大
臣
は
、
同
国
に
お
け
る
政
治
犯
の
釈
放
等
を
評
価
す
る
と
し

て
、
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
再
開
す
る
方
針
を
表
明
し
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
九
第
二
七
号
）

と
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
九
第
六
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
長
井
健
司
氏
死
亡
事
件
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
、
事
件
の
真
相
究
明
及
び
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

を
含
め
長
井
健
司
氏
が
死
亡
し
た
と
き
に
所
持
し
て
い
た
全
て
の
所
持
品
の
返
還
に
つ
い
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
へ
の
申
入
れ

を
行
っ
て
き
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
会
談
に
お
い
て
も
改
め
て
申
入
れ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ

て
い
る
。
外
務
省
Ｈ
Ｐ
に
は
、
玄
葉
大
臣
の
申
入
れ
に
対
し
、
「
ワ
ナ
・
マ
ウ
ン
・
ル
イ
ン
外
務
大
臣
か
ら
は�
長
井
氏
が

亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
は�
自
分
と
し
て
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
し
て
も
大
変
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
と
の
発
言
が

あ
っ
た
。
」
と
あ
る
が
、
ル
ウ
ィ
ン
大
臣
は
「
長
井
事
件
」
に
つ
い
て
、
「
大
変
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
」

一



と
述
べ
た
の
み
で
、
長
井
氏
が
殺
害
さ
れ
た
こ
と
へ
の
謝
罪
、
そ
し
て
真
相
解
明
に
向
け
た
約
束
等
に
関
す
る
発
言
は
な
さ

れ
な
か
っ
た
の
か
。

二

今
回
政
府
と
し
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
再
開
す
る
こ
と
と
し
た
理
由
に
つ
き
、
「
前
々
回
答
弁
書
」
で
は
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
お
い
て
昨
年
十
一
月
に
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
ア
ウ
ン
・
サ
ン
・
ス
ー
・
チ
ー
女
史
の
自
宅
軟
禁
措
置
が
解
除
さ

れ
た
こ
と
、
そ
し
て
本
年
三
月
に
民
政
移
管
が
行
わ
れ
、
同
年
五
月
に
約
五
十
名
の
政
治
犯
が
釈
放
さ
れ
た
こ
と
等
が
挙
げ

ら
れ
て
お
り
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
も
、
同
様
の
答
弁
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
当
方
が
問
う
て
い
る
の
は
、

同
国
へ
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
再
開
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
「
長
井
事
件
」
の
真
相
解
明
に
向
け
た
同
国
政
府
の
取
り
組
み
の
在
り
方

は
考
慮
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
前
々
回
答
弁
書
」
並
び
に
「
前
回
答
弁
書
」
の
ど
こ
に
、
右
に
関
す
る
答
弁

が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
長
井
事
件
」
の
真
相
解
明
に
向
け
た
、
こ
れ
ま
で
の
同
国
政
府
の
取
り
組
み
の
在
り
方
は
、
政
府
が
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
Ｏ

Ｄ
Ａ
を
再
開
す
る
か
否
か
を
検
討
し
、
判
断
す
る
際
の
基
準
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
か
。
再
度
確
認
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


